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国土交通大臣が管理する施設とその管理の内容 
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１．七尾港関係 

種類 名称 所在地 管理の内容 

水域施設（航路） 第一航路 

 (Ａ－１－１) 

石川県七尾市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航路の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

外航航路 

 (Ａ－１－２) 

内航航路 

（Ａ－１－３) 

水域施設（泊地） 寿 

（Ａ－２－２、Ａ－２－３

及びＡ－２－４） 

泊地の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

府中、矢田新 

（Ａ－２－５) 

矢田新（第一西） 

（Ａ－２－６及びＡ－２

－７) 

矢田新（第二東） 

（Ａ－２－８) 

矢田新 

（Ａ－２－９及びＡ－２

－１０) 

万行 

（Ａ－２－１１及びＡ－

２－１２) 

大田 

（Ａ－２－１３、Ａ－２－

１４、Ａ－２－２３及びＡ

－２－２４) 

上三室 

（Ａ－２－１５） 

鹿渡島 

（Ａ－２－１７） 

須曽（西） 

（Ａ－２－１８） 

須曽（東） 

（Ａ－２－１９） 

佐波 

（Ａ－２－２０） 
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二穴 

（Ａ－２－２１） 

日出ヶ島 

（Ａ－２－２２） 

係留施設（岸壁） 矢田新岸壁 －５ ．５ｍ

（第一西） 

（Ｃ－１－２） 

岸壁の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 矢田新岸壁 －９ｍ（第二

東） 

（Ｃ－１－３） 

大田物専岸壁 －１０ｍ 

（Ｃ－１－４） 

大田２号岸壁 －１０ｍ 

（Ｃ－１－５） 

大田３号岸壁 －１１ｍ 

（Ｃ－１－６） 

係留施設（係船く

い） 

大田地区－１０ｍ係船杭 

（Ｃ－３－２） 

係船くいの利用可否の判断、

応急措置、利用に関する調整

その他これらの業務を行うた

めに必要な業務 

係留施設（桟橋） 矢田新さん橋－７．５ｍ

（第一西） 

（Ｃ－４－２） 

桟橋の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 矢田新さん橋－５．５ｍ

（第一東） 

（Ｃ－４－３） 

須曽（東）さん橋 

（Ｃ－４－５） 

府中さん橋－４．０ｍ 

（Ｃ－４－７） 

矢田新さん橋－４．０ｍ 

（Ｃ－４－９） 

係留施設（物揚

場） 

寿物揚場－４ｍ 

（Ｃ－６－１及びＣ－６

－２） 

物揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 矢田新物揚場－４ｍ 

（Ｃ－６－４、Ｃ－６－

５、Ｃ－６－１０及びＣ－
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６－１４） 

矢田新物揚場－２ｍ 

（Ｃ－６－７及びＣ－６

－８） 

矢田新物揚場－３．５ｍ 

（Ｃ－６－９） 

万行物揚場－４ｍ 

（Ｃ－６－１１及びＣ－

６－１５） 

万行物揚場－１．５ｍ 

（Ｃ－６－１２及びＣ－

６－１３） 

大田物揚場 

（Ｃ－６－１６及びＣ－

６－１７） 

上三室物揚場 

（Ｃ－６－１８） 

鹿渡島物揚場－２ｍ 

（Ｃ－６－１９及びＣ－

６－２０） 

須曽物揚場－２ｍ 

（Ｃ－６－２１及びＣ－

６－２３） 

須曽物揚場－４ｍ 

（Ｃ－６－２２） 

佐波物揚場－２ｍ 

（Ｃ－６－２４） 

二穴物揚場－２ｍ 

（Ｃ－６－２５） 

日出ヶ島物揚場－２ｍ 

（Ｃ－６－２６） 

府中物揚場－４ｍ 

（Ｃ－６－２７） 

係留施設（船揚

場） 

寿船揚場 

（Ｃ－７－４） 

船揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

大田船揚場 

（Ｃ－７－６及びＣ－７

－１３） 
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上三室船揚場 

（Ｃ－７－７） 

鹿渡島船揚場 

（Ｃ－７－８） 

須曽船揚場 

（Ｃ－７－９） 

佐波船揚場 

（Ｃ－７－１０） 

二穴船揚場 

（Ｃ－７－１１） 

日出ヶ島船揚場 

（Ｃ－７－１２） 

 

２．輪島港関係 

種類 名称 所在地 管理の内容 

水域施設（泊地） 泊地（－４．０ｍ） 

（Ａ－２－１及びＡ－２

－２） 

石川県輪島市 泊地の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

泊地（－３．０ｍ） 

（Ａ－２－３及びＡ－２

－４） 

泊地（－１．０ｍ） 

（Ａ－２－５） 

泊地（－７．５ｍ） 

（Ａ－２－６） 

係留施設（岸壁） マリンタウン岸壁 

（Ｃ－１－１） 

岸壁の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

係留施設（桟橋） １号さん橋 

（Ｃ－４－１） 

桟橋の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

２号さん橋 

（Ｃ－４－２） 

３号さん橋 

（Ｃ－４－３） 

４号さん橋 

（Ｃ－４－４） 

係留施設（物揚 １号物揚場 物揚場の利用可否の判断、応



   

 

5 

 

場） （Ｃ－６－１） 急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

２号物揚場 

（Ｃ－６－２） 

３号物揚場 

（Ｃ－６－３） 

４号物揚場 

（Ｃ－６－４） 

５号物揚場 

（Ｃ－６－５） 

６号物揚場 

（Ｃ－６－６） 

７号物揚場 

（Ｃ－６－７） 

８号物揚場 

（Ｃ－６－８） 

９号物揚場 

（Ｃ－６－９） 

１０号物揚場 

（Ｃ－６－１０） 

１１号物揚場 

（Ｃ－６－１１） 

１２号物揚場 

（Ｃ－６－１２） 

１３号物揚場 

（Ｃ－６－１３） 

１４号物揚場 

（Ｃ－６－１４） 

係留施設（船揚

場） 

１号船揚場 

（Ｃ－７－１） 

船揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

２号船揚場 

（Ｃ－７－２） 

３号船揚場 

（Ｃ－７－３） 

 

３．飯田港関係 

種類 名称 所在地 管理の内容 

水域施設（泊地） 泊地（－２ｍ） 

（Ａ－２－１） 

石川県珠洲市 泊地の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの
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航路泊地（－４ｍ） 

（Ａ－２－２） 

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

航路泊地（－５．５ｍ） 

（Ａ－２－３） 

泊地（－４．５ｍ） 

（Ａ－２－４） 

係留施設（岸壁） －５．５ｍ岸壁 

（Ｃ－１－１） 

岸壁の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

－４．５ｍ岸壁 

（Ｃ－１－２） 

係留施設（桟橋） さん橋 

（Ｃ－４－１） 

桟橋の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

係留施設（物揚

場） 

物揚場 

（Ｃ－６－１、Ｃ－６－

２、Ｃ－６－３、Ｃ－６－

４、Ｃ－６－５及びＣ－６

－６） 

物揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

係留施設（船揚

場） 

船揚場 

（Ｃ－７－１及びＣ－７

－２） 

船揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

 

４．小木港関係 

種類 名称 所在地 管理の内容 

水域施設（泊地） 泊地（－３．５ｍ） 

（Ａ－２－１） 

石川県鳳珠郡

能登町 

泊地の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

船舶泊地（－４．５ｍ） 

（Ａ－２－２） 

泊地（－３．０ｍ） 

（Ａ－２－３） 

船舶泊地（－５．０ｍ） 

（Ａ－２－４） 

係留施設（岸壁） －４．５ｍ岸壁 

（Ｃ－１－１、Ｃ－１－

２、Ｃ－１－３及びＣ－１

－４） 

岸壁の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 



   

 

7 

 

－５．０ｍ岸壁 

（Ｃ－１－５） 

係留施設（桟橋） さん橋 

（Ｃ－４－１、Ｃ－４－２

及びＣ－４－３） 

桟橋の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

係留施設（物揚

場） 

物揚場 

（Ｃ－６－１、Ｃ－６－

３、Ｃ－６－４、Ｃ－６－

５、Ｃ－６－６、Ｃ－６－

７、Ｃ－６－８、Ｃ－６－

９、Ｃ－６－１０、Ｃ－６

－１１、Ｃ－６－１２、Ｃ

－６－１４、Ｃ－６－１

５、Ｃ－６－１７及びＣ－

６－１８） 

物揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

係留施設（船揚

場） 

本小木 船揚場 

（Ｃ－７－１） 

船揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

船揚場 

（Ｃ－７－２、Ｃ－７－

６、Ｃ－７－９及びＣ－７

－１１） 

越坂第２船揚場 

（Ｃ－７－５） 

 

５．宇出津港関係 

種類 名称 所在地 管理の内容 

水域施設（泊地） 泊地（－１．０ｍ） 

（Ａ－２－１） 

石川県鳳珠郡

能登町 

泊地の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

泊地（－１．０ｍ）藤波 

（Ａ－２－２） 

泊地（－２．０ｍ） 

（Ａ－２－３、Ａ－２－４

及びＡ－２－５） 

泊地（－３．０ｍ） 

（Ａ－２－７） 

泊地（－４．０ｍ） 

（Ａ－２－８、Ａ－２－
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９、Ａ－２－１１及びＡ－

２－１２） 

泊地（－１．５ｍ） 

（Ａ－２－１０） 

係留施設（桟橋） 第１さん橋 

（Ｃ－４－１） 

桟橋の利用可否の判断、応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

第２さん橋 

（Ｃ－４－２） 

第３さん橋 

（Ｃ－４－３） 

第５さん橋 

（Ｃ－４－５） 

係留施設（物揚

場） 

１号物揚場 

（Ｃ－６－１） 

物揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

２号物揚場 

（Ｃ－６－２） 

３号物揚場 

（Ｃ－６－３） 

４号物揚場 

（Ｃ－６－４） 

５号物揚場 

（Ｃ－６－５） 

８号物揚場 

（Ｃ－６－８） 

９号物揚場 

（Ｃ－６－９） 

１０号物揚場 

（Ｃ－６－１０） 

１２号物揚場 

（Ｃ－６－１２） 

１３号物揚場 

（Ｃ－６－１３） 

１４号物揚場 

（Ｃ－６－１４） 

１５号物揚場 

（Ｃ－６－１５） 

係留施設（船揚

場） 

第１船揚場 

（Ｃ－７－１） 

船揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ
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第２船揚場 

（Ｃ－７－２） 

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

第３船揚場 

（Ｃ－７－３） 

 

６．穴水港関係 

種類 名称 所在地 管理の内容 

水域施設（泊地） 内港 

（Ａ－２－１） 

石川県鳳珠郡

穴水町 

泊地の利用可否の判断、船舶

航行に支障を及ぼすおそれの

ある物件の除去その他の応急

措置、利用に関する調整その

他これらの業務を行うために

必要な業務 

外港 

（Ａ－２－２） 

係留施設（物揚

場） 

川島Ａ物揚場 

（Ｃ－６－１） 

物揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

川島Ｂ物揚場 

（Ｃ－６－２） 

大町Ａ物揚場 

（Ｃ－６－７） 

大町Ｂ物揚場 

（Ｃ－６－８） 

城山物揚場 

（Ｃ－６－１０） 

川島物揚場 

（Ｃ－６－１１、Ｃ－６－

１２及びＣ－６－１３） 

係留施設（船揚

場） 

城山船揚場 

（Ｃ－７－１） 

船揚場の利用可否の判断、応

急措置、利用に関する調整そ

の他これらの業務を行うため

に必要な業務 

内浦船揚場 

（Ｃ－７－２） 

 


